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5月は 7日・14日・21日 ・28日です

相談日は毎週火・金曜日 です

消費者生活相談室窓口 
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　去年から40歳以上
の方の健康診査の方
法が変わり、自分の加
入している医療保険
によって受診すること
になったんですよね。
　私は35歳なんで
すけど、健康診査は受
けられるのかしら。

　16歳から39歳までの方の健康診査は、
今までと同様に職場等で健康診査の受診
機会がない方は、加入している医療保険に
関係なく町の医療機関で受診できます。受
診券は不要です。
　また、大腸がん検診も、検診機会のない
方は、加入している医療保険に関係なく町
で実施する検診を受診できます。
　詳しくは、今月号の「広報みずほ」2・3ペ
ージをご覧ください。
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